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議第５８号  

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。  

 

令和６年９月２日 提出  

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

瑞浪市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１４号）の一部を次のように

改正する。  

第２４条第１項中「６か月」の次に「（ただし、急患等として保険医療機

関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の

活用が可能となるまでの期間として最長１年）」を加える。 

第２７条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合

又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められて

これに応じない」を「又は虚偽の届出をした」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第２４条の規定は、令和６年度分の保険料のう

ち令和６年１２月以後の期間に係るもの及び令和７年度以後の年度分の保

険料について適用し、令和６年度分の保険料のうち令和６年１１月以前の

期間に係るもの及び令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従

前の例による。 

３ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識
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別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第

２６０号）第９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合にお

けるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 
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議第５９号 

 

瑞浪市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

瑞浪市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和６年９月２日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 

 瑞浪市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例（平成２２年

条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第７条本文を次のように改める。 

  支援センターの開館時間は、午前８時３０分から午後５時まで（桔梗地

域子育て支援センターにあっては、月曜日から金曜日までは午前８時３０

分から午後５時までとし、土曜日は午前８時３０分から正午まで）とする。 

第８条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１

号を加える。 

（２） 土曜日（桔梗地域子育て支援センターを除く。） 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第６０号 

 

瑞浪市地区計画等の案の作成手続に関する条例の制定について 

 

瑞浪市地区計画等の案の作成手続に関する条例を次のように制定するもの

とする。 

 

令和６年９月２日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市地区計画等の案の作成手続に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」

という。）第１６条第２項及び第３項の規定に基づき、地区計画等の案の

内容となるべき事項（以下「地区計画等の原案」という。）の提示方法及 

び意見の提出方法並びに地区計画等に関する申出方法を定めるものとする。 

（地区計画等の原案の提示方法） 

第２条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ次

に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から

起算して２週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

（１） 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域 

（２） 地区計画等の原案の縦覧場所 

（説明会の開催等） 

第３条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説

明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。 

（地区計画等の原案に対する意見の提出方法） 

第４条 法第１６条第２項に規定する者は、第２条の規定により縦覧に供さ

れた地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、縦覧期間

満了の日の翌日から起算して１週間を経過する日までに、意見書を市長に
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提出しなければならない。 

（地区計画等に関する申出方法） 

第５条 法第１６条第３項に規定する者は、地区計画等に関する都市計画の

決定若しくは変更又は地区計画等の原案について、市長に書面により申し

出ることができる。ただし、第２条に規定する公告の日から都市計画の決

定の日までの期間において、当該案件に係る地区の申出はできない。 

２ 前項の規定により申出を行おうとする者は、申出に当たり地区計画等の

原案の対象となる区域内の土地（国又は地方公共団体の所有している土地

で公共施設の用に供されているものを除く。以下同じ。）について所有権

又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権（臨

時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下

「借地権」という。）を有する者の３分の２以上の同意（同意した者が所

有する当該区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっ

ている当該区域内の土地の地積の合計が、当該区域内の土地の総地積と借

地権の目的となっている土地の総地積との合計の３分の２以上となる場合

に限る。）を得なければならない。 

 （申出に対する措置） 

第６条 市長は、前条の規定による申出があった場合、必要があると認めた

ときは、当該申出に係る地区計画等の案を作成する等必要な措置を講ずる

ものとする。この場合において、市長は、必要に応じて瑞浪市都市計画審

議会設置条例（平成１２年条例第３９号）第１条に規定する瑞浪市都市計

画審議会に当該申出内容について意見を聴くことができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出に対する措置を決定したときは、その旨

を遅滞なく当該申出をした者に通知しなければならない。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第６１号 
 

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 
 

人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（ 
昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 
 

令和６年９月２日 提出 
  

瑞浪市長 水 野 光 二    
  
   

氏    名 住         所 生 年 月 日 

渡 邉 喜 美 代 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第６２号 
 

瑞浪市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
 

瑞浪市教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定によ

り議会の同意を求める。 
 

令和６年９月２日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 

氏   名 住         所 生 年 月 日 

柴 田 洋 子 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第６３号 
 

   瑞浪市監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 瑞浪市監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１９６条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 

  令和６年９月２日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

氏   名 住       所 生 年 月 日 

小 野  保 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第６４号 
 

東濃西部広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う

規約の変更について 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、

東濃西部広域行政事務組合の共同処理する事務を変更し、規約を次のとおり

変更することについて、同法第２９０条の規定により議会の議決を求める。 
 
  令和６年９月２日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 
   東濃西部広域行政事務組合規約の一部を改正する規約 

東濃西部広域行政事務組合規約（昭和４７年岐阜県指令地第７７６号）の

一部を次のように改正する。 
 第３条に次の１項を加える。 
２ 前項に規定する事務のほか、組合は、行政機能の広域化に関する調査・ 
 研究を行うことができる。 
   附 則 

この規約は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第６５号 
 

令和６年度瑞浪市一般会計補正予算（第４号） 
 
 令和６年度瑞浪市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７６，１００千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０，１３６，６００

千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定に

より翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明

許費」による。 
（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」によ

る。 
（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の追加及び廃止は、「第４表 地方債補正」による。 
 

令和６年９月２日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    

-10-



(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

13
分 担 金
及 び 負 担 金

３０，５６２ ７２０ ３１，２８２

1 分 担 金 ３，２６０ ７２０ ３，９８０

15 国 庫 支 出 金 ２，５５３，４５１ １２９，９００ ２，６８３，３５１

1 国庫負担金 １，４９９，９９４ １，８００ １，５０１，７９４

2 国庫補助金 １，０４４，１２６ １２８，１００ １，１７２，２２６

16 県 支 出 金 １，１０２，８３２ １１，９００ １，１１４，７３２

1 県 負 担 金 ６５３，２４８ ８，４００ ６６１，６４８

2 県 補 助 金 ３６１，７７７ ３，１００ ３６４，８７７

3 委 託 金 ８７，８０７ ４００ ８８，２０７

19 繰 入 金 １，５５１，７５８ ５５，９００ １，６０７，６５８

1 基金繰入金 １，５０６，２６１ ５５，９００ １，５６２，１６１

20 繰 越 金 １００，０００ ５６７，８８０ ６６７，８８０

1 繰 越 金 １００，０００ ５６７，８８０ ６６７，８８０

21 諸 収 入 ９７４，６４５ △１，０００ ９７３，６４５

4 雑 入 ４３８，４０５ △１，０００ ４３７，４０５

22 市 債 ２，００７，２００ △８９，２００ １，９１８，０００

1 市 債 ２，００７，２００ △８９，２００ １，９１８，０００

歳　　入　　合　　計 １９，４６０，５００ ６７６，１００ ２０，１３６，６００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 ２，１９０，０３８ ４８７，９００ ２，６７７，９３８

1 総務管理費 １，８３７，９０７ ４８７，０００ ２，３２４，９０７

4 選 挙 費 ２７，４８３ ９００ ２８，３８３

3 民 生 費 ５，９６２，１３７ ９２，７００ ６，０５４，８３７

1 社会福祉費 ３，１２８，４７５ ２５，０００ ３，１５３，４７５

2 児童福祉費 ２，５９１，４０６ ６７，７００ ２，６５９，１０６

4 衛 生 費 ２，２２４，５１１ ２，６００ ２，２２７，１１１

2 清 掃 費 １，４５２，５１２ ０ １，４５２，５１２

3 環 境 費 １４５，１９０ ２，６００ １４７，７９０

6 農林水産業費 ２８６，７３４ △３，７００ ２８３，０３４

1 農 業 費 ２１６，９３７ ２，３００ ２１９，２３７

2 林 業 費 ６９，７９７ △６，０００ ６３，７９７

7 商 工 費 ５３０，７６８ △６，６００ ５２４，１６８

1 商 工 費 ５３０，７６８ △６，６００ ５２４，１６８

8 土 木 費 ２，２２８，９２９ ８７，７００ ２，３１６，６２９

2 道路橋梁費 ８６８，７２５ １０，０００ ８７８，７２５

4 都市計画費 ９９１，００４ ７７，７００ １，０６８，７０４

5 住 宅 費 ７７，０８６ ０ ７７，０８６

9 消 防 費 １，２２５，６２８ △５００ １，２２５，１２８

1 消 防 費 １，２２５，６２８ △５００ １，２２５，１２８

10 教 育 費 ２，５４０，９１３ １４，５００ ２，５５５，４１３

2 小 学 校 費 ２０９，８７３ △２，１００ ２０７，７７３

3 中 学 校 費 ２１０，９５７ ０ ２１０，９５７

5 社会教育費 ５７３，４８０ ６，４００ ５７９，８８０

6 保健体育費 １，０９９，０６０ １０，２００ １，１０９，２６０

11 災 害 復 旧 費 ５，８５０ ２，８００ ８，６５０

2
農林水産業施設
災 害 復 旧 費 ０ ２，８００ ２，８００

12 公 債 費 １，４２６，３５４ △１，３００ １，４２５，０５４

1 公 債 費 １，４２６，３５４ △１，３００ １，４２５，０５４

歳　　出　　合　　計 １９，４６０，５００ ６７６，１００ ２０，１３６，６００
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第 ２ 表　　繰 越 明 許 費

（単位：千円）

４ 衛 生 費 ２ 清 掃 費 ４００,０００

８ 土 木 費 ４ 都 市 計 画 費 ６２６,８００

８ 土 木 費 ４ 都 市 計 画 費 ５４,６００

第 ３ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

（追　加） （単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和７年度から
令和８年度まで

５６８,０００

事　　　　　　　　　　項

混 合 焼 却 施 設 設 備 改 修 工 事 費

瑞浪駅周辺再開発事業（駅南地区）

款 項 事　　　　業　　　　名 金　　　　額

混 合 焼 却 施 設 設 備 改 修 事 業

瑞浪駅周辺再開発事業（駅北地区）
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第 ４ 表　　地 方 債 補 正

（追　加） （単位：千円）

（廃　止） （単位：千円）

現 年 農 業 用 施 設
補 助 災 害 復 旧 事 業 500

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

起 債 の 目 的 限度額
起債の
方法 利　　率 償 還 の 方 法

24,500

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

起 債 の 目 的 限度額
起債の
方法 利　　率 償 還 の 方 法

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

八伏線道路改良事業 15,300

県 単 事 業 負 担 事 業 22,500

瑞浪中学校改修事業 12,000

市営住宅用途廃止事業 15,400

塵芥収集車等購入事業
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議第６６号  
 

令和６年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 
 
 令和６年度瑞浪市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３，４００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９０，４００千円とす

る。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和６年９月２日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 繰 入 金 １６３，１９３ １１，５００ １７４，６９３

1
一 般 会 計
繰 入 金

１６３，１９３ １１，５００ １７４，６９３

4 繰 越 金 １００ １１，９００ １２，０００

1 繰 越 金 １００ １１，９００ １２，０００

歳　　入　　合　　計 ６６７，０００ ２３，４００ ６９０，４００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 総 務 費 １６，１０３ １，５００ １７，６０３

1 総務管理費 １２，６５１ １，５００ １４，１５１

2
後期高齢者医療
広域連合納付金 ６４９，８８７ ２１，９００ ６７１，７８７

1
後期高齢者医療
広域連合納付金 ６４９，８８７ ２１，９００ ６７１，７８７

歳　　出　　合　　計 ６６７，０００ ２３，４００ ６９０，４００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第６７号  
 

令和６年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
 
 令和６年度瑞浪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３，３００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，４７５，３００千円

とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和６年９月２日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

6 繰 越 金 ４，０００ ３３，３００ ３７，３００

1 繰 越 金 ４，０００ ３３，３００ ３７，３００

歳　　入　　合　　計 ３，４４２，０００ ３３，３００ ３，４７５，３００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

6 諸 支 出 金 ４，０００ ３３，３００ ３７，３００

1
償還金及び
還付加算金

４，０００ ３３，３００ ３７，３００

歳　　出　　合　　計 ３，４４２，０００ ３３，３００ ３，４７５，３００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第６８号  
 

令和６年度瑞浪市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）  
 
 令和６年度瑞浪市の駐車場事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。  
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，７００千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５，４００千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和６年９月２日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 繰 越 金 １，５００ ９，７００ １１，２００

1 繰 越 金 １，５００ ９，７００ １１，２００

歳　　入　　合　　計 ３５，７００ ９，７００ ４５，４００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 駐車場事業費 ２３，６６９ ５００ ２４，１６９

1 駐車場管理費 ２３，６６９ ５００ ２４，１６９

3 基 金 積 立 金 ５００ ９，２００ ９，７００

1 基金積立金 ５００ ９，２００ ９，７００

歳　　出　　合　　計 ３５，７００ ９，７００ ４５，４００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第６９号 

 

令和６年度瑞浪市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和６年度瑞浪市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

（資本的支出の補正） 

第２条 令和６年度瑞浪市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第４

条中「資本的支出額に対し不足する額５４３，１００千円」を「資本的支

出額に対し不足する額５４６，３００千円」に、「当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額３５，９６３千円」を「当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額３５，９６５千円」に、「過年度分損益勘定留

保資金３９６，１４２千円」を「過年度分損益勘定留保資金３６２，０６

８千円」に、「当年度分損益勘定留保資金１１０，９９５千円」を「当年

度分損益勘定留保資金１４８，２６７千円」に改め、資本的支出の予定額

を次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

             支      出 

 第１款 資本的支出    631,700千円    3,200千円   634,900千円 

  第１項 建設改良費  447,946千円    1,600千円   449,546千円 

  第３項 補助金返還金    0千円   1,600千円    1,600千円  

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科   目）  （既決予定額）  （補正予定額）  （計） 

 （１） 職員給与費    46,232 千円    1,600 千円    47,832 千円 

 

  令和６年９月２日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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認第１号 

 

   令和５年度瑞浪市一般会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和６年９月２日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二  

 

 

１ 令和５年度瑞浪市一般会計決算 
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認第２号 

 

   令和５年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和６年９月２日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和５年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計決算 
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認第３号 

 

   令和５年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和６年９月２日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和５年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計決算 
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認第４号 

 

   令和５年度瑞浪市介護保険事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和６年９月２日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和５年度瑞浪市介護保険事業特別会計決算 
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認第５号 

 

   令和５年度瑞浪市駐車場事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和６年９月２日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和５年度瑞浪市駐車場事業特別会計決算 
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認第６号 

 

令和５年度瑞浪市水道事業会計決算の認定について 

 

次の決算について、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０ 

条第４項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり認定に付する。 

 

令和６年９月２日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和５年度瑞浪市水道事業会計決算 
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認第７号 

 

令和５年度瑞浪市下水道事業会計決算の認定について 

 

次の決算について、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０ 

条第４項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり認定に付する。 

 

令和６年９月２日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和５年度瑞浪市下水道事業会計決算 
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